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研究成果の概要（和文）：本研究で事例としてとりあげた「EU北海マクロリージョン戦略」ドラフト作成プロセ
スの検証によって、国家によって独占されてきた堅牢な権力共有ヒエラルキーのガバナンスが崩れ、地方政府な
どが主導して規範・ルールが形成されつつあることが検証された。ソフトなマクロリージョンがEU地域政策容器
として、漁業政策や地域政策、とりわけETCのようなINTERREG系のプログラム利害関係者の調整の場となり、既
存のEU・国家・州などの政治空間スケールを越えたクロススケールの水平的ガバナンスが発現し、その結果、EU
の領域的結束が強化されていることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：In the macro-region formation process of the North Sea, changes in the 
nature of the hierarchy of multi-scalar governance also occurred.  In the case of the North Sea 
region, the political platform to be implemented to drive common tasks and policies is “the changes
 in the identities of the regional authorities.”   The actors, who are involved in the 
macro-regional policy formation, strengthened macro-regional solidarity by applying the holistic 
blueprint of the European Union Strategy of North Sea.

研究分野： 社会科学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
1990 年代、EU 越境地域政策 INTERREG

によって、これまでに無かった新しい地域
「マクロリージョン」が公式的政策領域とし
て登場し、国土計画・都市計画領域などとは
異なった、海洋資源政策・地域政策・通商政
策などの包括的な政策容器となってきた。こ
の自然地理的空間スケールに基づいた、北海
沿岸域やバルト海沿岸域、大西洋縁辺地域の
ようなマクロリージョンでは、「国家の再ス
ケール化」と呼ばれる現象が始まった。国家
を頂点とする堅牢な空間統治ヒエラルキー
が崩れ始め、その後に現れた水平的政治空間
では、空間統治ヒエラルキーから抜け出した
地方政府や、これまで統治そのものに物言う
資格を持たなかった漁業者・環境 NGO など
の利害関係者がマクロリージョン運営のガ
バナンスのルール作りに参加し始めている。 
端的に言うと、ソフトなマクロリージョン

の登場によって、国家がこれまで独占的にコ
ーディネートしてきた権力配分の権限が、州
政府のような行政行為体にも移転され、同時
に、政策決定が、機能的行為体やイッシュー
主導型行為体と共有されるようになった。こ
こで言う「共有」は、Gary Marks らがモデ
ル化したマルチレベルガバナンス（MLG）の
堅牢な国家中心重層形態とは一線を画し、国
家行為体の補完としての権力下請けではな
く、非国家行為体が主体性を有した権力共有
である。EU 領域や国家領域や地方政府領域
でもない「北海マクロリージョン」のような
新しい“柔らかな領域”（Allmendinger & 
Haughton, 2009）の登場は、統治行為体だけ
でなく、それらと行動原理を異にする漁業団
体や環境市民団体、天然ガス石油企業関係者
らをも含めた新しい領域の新しいルール作
りを必要とし始めている。 
現在、EU 地域政策はマクロリージョンの

INTERREG 施策実施ステージから次のガバ
ナンス形成の段階に移り、EU だけでなく国
家や州などさまざまな空間スケールでバラ
バラだった「空間計画」のプラットフォーム
として、「EU バルト海戦略」、「EU ドナウ戦
略」などの地域政策・海洋政策・通商政策分
野横断的な包括的地域基本戦略を策定し始
めている。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、国家領域を基礎構成単位

としない「マクロリージョン」と呼ばれる新
しい地域の登場が、EU の「領域的結束」に
どのような変化を及ぼしたのかを分析する
ことにある。このマクロリージョンは、ファ
ジーな境界によって囲まれた柔軟な領域規
模を持ち、隣接領域と重なり合う部分さえ有
する。 
本研究では、このソフトなマクロリージョ

ンが EU 地域政策容器として、利害関係者の
調整の場となり、既存の EU・国家・州など

の政治空間スケールを越えたクロススケー
ルの水平的ガバナンスが発現し、その結果、
領域的結束が強化されていることを明らか
にする。事例として、国家によって独占され
てきた堅牢な権力共有ヒエラルキーのガバ
ナンスが崩れ、地方政府などが主導して規
範・ルールが形成される「EU 北海マクロリ
ージョン戦略」の生成過程を検証し、この北
海マクロリージョンが地方政府主導型のク
ロススケールガバナンスを形成しているこ
とを明らかにする。 

 
表 1 クロススケールガバナンスの 3 つのモデル 
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３．研究の方法 
本研究の方法論としては、『EU 北海マクロ

リージョン戦略』文書の前段階ともいえる
INTERREG プロジェクト群やグランドデザ
インであるNorVision文書策定過程の言説分
析や、「北海マクロリージョン」のルール形
成に参加する行為体および EU の閣僚・政策
担当者・利害関係者へのインタビュー調査を
実施する。このような政策決定過程の言説分
析により、結果として現れた法令や公式議事
録には表出しない「行為体間の関係性」の変



化を把握する。 
具体的には、上記政策関係者が一堂に会す

る 北 海 地 域 委 員 会 （ North Sea 
Commission ：NSC）年次総会でのインタビ
ュー調査、スコットランド議会関係者への聞
き取り調査を中心に、本研究仮説を補強する
ための事例として、北海マクロリージョンの
参加行為体の中から英国アバディーン州政
府のマクロリージョンへの政治戦略を取り
上げる。 
 
４．研究成果 
本研究では、事例としてとりあげた「EU

北海マクロリージョン戦略」ドラフト作成プ
ロセスの検証によって、国家によって独占さ
れてきた堅牢な権力共有ヒエラルキーのガ
バナンスが崩れ、地方政府などが主導して規
範・ルールが形成されるクロススケールガバ
ナンスが形成されていることが検証された。 
以下、知見として得られた 3 つのポイント

を列記する。 
 

①北海マクロリージョンと各層のクロス影
響関係（本研究の中心仮説立証部分） 

3 つのマクロリージョンプロジェクトであ
る グ ラ ン ド デ ザ イ ン 「 NorVision 」
「INTERREG 北海マクロリージョンプログ
ラム」「北海マクロリージョン戦略」の事例
から北海マクロリージョンの形成過程を検
証した。その結果、北海マクロリージョンが、
なぜ、この場所で新しいスケールとして生成
されたかが知見として得ることができた。バ
ルト海マクロリージョンプログラムなどと
は異なり、マクロリージョン空間計画に関す
る政策決定過程では、規範文書としての
NorVision の策定をはじめとして、地方政府
がスケールを越えてマクロリージョンのガ
バナンスをコーディネートし、スケール間の
政治の主導権を握っていたことが判明した。 
この北海マクロリージョンの特徴は、争点

が「海洋問題」にシンプルに特化している点
にある。②の知見で詳細に述べるように、北
海の海洋資源や海洋環境保全の問題は、「英
国」という太平洋縁辺地域を含む国家スケー
ルでは争点として埋没してしまいがちであ
る。なぜなら、国家領域すべてが北海に面し
ているわけではなく、その一部の領域でしか
北海の問題が重要な、なおかつ、決定的な争
点とはなりえない。しかし、北海沿岸地域の
アバディーンやシェトランド、オークニーな
どの地方政府にとって、北海の問題は地域経
済や地域環境を左右する大きな問題である。 
北海マクロリージョンという新しい政策

容器を用いることで、NSC に所属する EU 加
盟国の州レベルの地方政府は、自らの個別地
域の問題である辺境性や海洋とのかかわり
の問題、北海周辺の当事国の国家の抱える争
点の中では相対的に高い位置にない漁業や
辺境性の問題などを、EU のレベルに拡張し、
共通漁業政策の排他的経済水域管理の問題

とからめて EU の争点にすりかえていった。 
このマクロリージョンのガバナンス形成

をリードする主導的行為体である地方政府
ネットワーク NSC は、上記のように、新し
い政策容器として設定された北海マクロリ
ージョンを使って、地方政府スケールの争点
である「辺境性」と「海洋性」を、超国家レ
ベルに拡張する「スケールのジャンプ」の手
法を用いている（具体的には②を参照）。そ
の手法は、このネットワーク単体ではなく、
地域評議会（CoR）や欧州沿岸辺境地域会議
（CPMR）、さらには、隣接バルト海マクロ
リージョンの地方政府ネットワークである
バルト海地域委員会（BSC）まで巻き込んで、
政治的要求を別スケールに拡張する手法で
あった。 
北海マクロリージョンでは、INTERREG

マクロリージョンプログラムの導入を軸に、
NSC が北海マクロリージョンのガバナンス
のルール作り、具体的な政策コーディネート
を実施してきた。そして、このマクロリージ
ョンの特徴として、非構成国のノルウェーの
地域が積極的にかかわり、NorVision や
INTERREG をはじめ、北海地域諮問委員会
（North Sea Regional Advisory Council：
NSRAC）などの政策コーディネートをリー
ドしていることが明らかになった。このこと
は、「マクロリージョンは EU の地域政策メ
カニズムのひとつであり、これによって EU
の領域的結束が高まる」と単純な理解では説
明がつかないことを表している。ノルウェー
の地方政府群は、北海マクロリージョンを
「辺境性」と「海洋性」を争点化する政治的
なステージとして選んでいるだけではなく、
EU との接合空間としても利用し、NorVision
や INTERREG のプロジェクトによって、英
国側・大陸側とノルウェー地域の間隙にパッ
チを充てる作業を実施している。ノルウェー
中央政府も、INTERREG への 50％のマッチ
ングファンド支出でそれを支援しているこ
ともわかった。このように、ノルウェーの地
方政府群も、自らの地域の辺境性や海洋性の
問題を、ノルウェー国家と EU との国際問題
の交渉のテーブルに上げさせる「スケールの
ジャンプ」を使い、国内問題としての「辺境
性」や「海洋性」を欧州内での「辺境性」や
「海洋性」の問題に言説転換している。 
北海マクロリージョンにおいて、地方政府

は、地域協力の個別プロジェクトの政策立案、
政策参加地方政府のコーディネート作業な
ど、中心的役割を担っている。この北海マク
ロリージョンで策定される個別プロジェク
トは、政治、経済、文化など、多岐にわたっ
ている。政治分野では北海沿岸地域開発の政
策決定方法や沿岸管轄権の問題をすり合わ
せるプロジェクト、経済分野では東西軸整備
プロジェクト、文化面では、このマクロリー
ジョンのアイデンティティに深くかかわる
ヴァイキング文化の保存・継承プロジェクト
などがあり、地方政府が自ら争点化した政策



をボトムアップ方式で策定し、古くて新しい
このマクロリージョンという領域に、歴史性
からの現代的意義を注ぎ込んでいると言え
る。 
上記のような具体的な政策だけでなく、北

海マクロリージョンで中心的役割を果たす
デ ン マーク の ビボア 州 （当時 ） が 、
INTERREGⅡC 北海地域プログラム事務局
設置場所を州政府庁舎内部に提供し、事務局
の人件費をも拠出するなど、巧みな NSC の
戦術もわかった。EU 北海マクロリージョン
戦略の策定過程では、アバディーン州政府が
NSC のドラフト作成委員会を主導し、その戦
略に、海洋資源保護を載せこむことにも成功
している。 
この北海マクロリージョンでも、国家、超

国家、地方政府それぞれの MLG 的ガバナビ
リティーの限界と、政策容器マクロリージョ
ンの革新によって、マクロリージョンでの新
たな政策決定の様式と政策施行の様式、すな
わち、クロススケールガバナンスモデル地方
政府主導型がもたらされたと言える。 

 
②特定課題のスケールのジャンプ（中心仮説
を補強する下位仮説部分からの知見） 
特に、スケールのジャンプの手法を用いて、

スコットランドのアバディーン州政府が、北
東スコットランド地域の漁業問題をスコッ
トランド全域の問題に格上げし、さらに、そ
れを北海地域全体の問題として共有する手
法を用いていることが本研究では明らかと
なった。 
これに加え、北海地域に大きな影響力とそ

の地域の石油・天然ガス、漁業資源に依存す
るスコットランド政府が、「行為体間の関係
性」の変化に大きな役割を演じ、「スケール
間の闘争」と考えられる混沌を北海マクロリ
ージョン戦略のあり方に与えていることも
示唆的にわかってきつつある。ただし、スコ
ットランド政府・議会を巻き込んだ「スケー
ル間の闘争」については、現実の全体像を把
握するためには必要不可欠な立証部分では
あるが、本研究の仮説立証範囲を超えるため、
新たな研究として、今後展開していきたいと
も考えている。 
ソフトなマクロリージョンが EU 地域政策

容器として、漁業政策や地域政策、とりわけ
欧州領域的協力（ European Territorial 
Cooperation：ETC）のような INTERREG
系のプログラム利害関係者の調整の場とな
り、既存の EU・国家・州などの政治空間ス
ケールを越えたクロススケールの水平的ガ
バナンスが発現し、その結果、EU の領域的
結束が強化されている。 
英国の北東スコットランドに位置するア

バディーン州政府は、その段階的「スケール
のジャンプ」の実施場所として、北海地域と
いう新しい領域を選択した。彼らは、成果と
して、EU に北海の鱈操業に関する総漁獲可
能量（Total Allowable Catch：TAC）などの

重要案件に諮問意見を提出するNSRACの設
立などを認めさせることに成功した。
NSRAC は常設の EU 諮問会議であり、EU
は、漁業者が 40 議席、環境 NGO らが 20 席
を占める、この諮問機関の議決を尊重せざる
を得なくなった。 
別の見方をすれば、アバディーン州政府・

スコットランド政府・英国政府・EU のよう
なスケールの異なる国際的行為体同士の新
たな「スケール間の闘争」がこの場所を巡っ
て生まれたともいえる。これは、階級間闘争
や世界システム論的闘争からの国際政治理
解に続く、スケール間の新たな政治的資源分
配を説明しうる。 
 

表 2 スケール別水揚げ 

水揚げ港 1995 年 2005 年 2006 年 

Aberdeen 27,942 25,164 16,710 

Peterhead 112,376 117,490 104,998 

Fraserburgh 39,833 46,705 30,129 

North East 

Scotland 

180,151 189,359 151,837 

Scotland 481,872 366,260 289,200 

UK 723,800 491,700 416,500 

単位トン 2008 年 1 月発行アバディーン州政府統計資料

より 

（2015 年 10 月 10 日最終アクセス） 

 
アバディーン州は、ピーターヘッドやフレ

ーザーバラのように真鱈、スケソウ鱈のよう
な北海漁業の中心的水揚げ港を抱えている。
2006 年の水揚げ高をみると、ピーターヘッ
ドとフレーザーバラで 135,127 トン、北東ス
コットランド地域の 89.0％になる。これにア
バディーン市管轄領域のアバディーン漁港
の水揚げ 16,710 トンを加えると北東スコッ
トランド 3 漁港で 151,837 トンとなる。アバ
ディーン州政府は、北東スコットランド漁業
開発パートナーシップ（North East Scotland 
Fisheries  Development Partnership ： 
NESFDP）という漁業政治プラットフォーム
を立ち上げ、アバディーン市と協力関係を築
いて一緒に共通漁業政策への対応を進めた。 
その NESFDP 関連の水揚げはスコットラ

ン全体の 52.5％にあたる。アバディーン州政
府とアバディーン市政府は、北海マクロリー
ジョンに位置する地方政府の政策連携を促
進する政治プラットフォームであるNSCに、
漁業ワーキンググループを発足させ、スコッ
トランド代表団の声としてシェトランド島
政府などの協力を得ながら、この NESFDP
での政策意図を NSC にも共有させることに
成功した。このように、アバディーン州のロ



ーカルな政治的な立場や言説を、スコットラ
ンドを代表する政治的な立場や言説にすり
替え、次には、英国の権限移譲（Devolution）
の流れの中で、英国中央政府を飛ばして、直
接、NSC として北海マクロリージョンの政治
的な声として、EU 海洋政策総局に NSRAC
の設立を飲ませた。 
 

 

   
図１ スケールの段階的ジャンプの地図からの理解 

スコットランド政府文書 

（ http://www.gov.scot/About/Government/councils）

などから筆者作成 

 
これは、ピーターヘッドやフレーザーバラ

の漁業問題のようなローカルな政治的言説
を「北東スコットランドで」から「スコット
ランド」、そしてそれを「北海地域」にすり
替えていき交渉の力を得て、アバディーン州
政府が EU の漁業政策を「共通漁業政策」か
らへ北海の「地域別漁業政策」へ転換を促す
ことに成功したことを示している。この言説
転換と政治的プラットフォームの段階的転
換は、「スケールのジャンプ」の中でも、ホ
ップ・ステップ・ジャンプ型、または、段階
的スケールのジャンプとでもいうことがで
きる。アバディーン州政府は、最も、その影
響力を持つスケールまでジャンプを継続し
て行い、政治的戦略的意図を達成する。アバ
ディーン州政府は、意図的にこの「段階的ス
ケールのジャンプ」の手法を駆使し、EU 北
海マクロリージョン戦略が生成されるプロ
セスで、「スケール間の政治的闘争」を繰り
広げていたのである。共通漁業政策の手詰ま
りを打開したいという EU 側の意図と、地域
別漁業政策の転換によって「自らの海のこと
は Brussels ではなく自らが決める」という
アバディーン州政府による実験的先駆的取
り組みの意図が合致したことも、ダイナミッ
クな動きを加速させた要因である。 
このようなスケールのジャンプによって

領域的結束の言説を活用しながら、州政府レ
ベルの行為体がこれまでのマルチレベルガ
バナンス的なヒエラルキーを越えつつ、新し

いスケールとしての北海マクロリージョン
をリードしていることが明らかとなった。 
 
③スケール間の闘争の結果としての国民投
票・下院選挙 
さらに、本研究の今後の展開的な意味では、

執行期間中に実施された 2 つの大きな選挙・
国民投票について言及しておく必要がある。
本研究では、この 2 つについても現場でのオ
ブザベーションをはじめ、考察のための資料
収集を実施した。 

2015 年 5 月 7 日英国下院総選挙でスコッ
トランド地域におけるスコットランド民族
党のスコットランド内 59議席のうち 56議席
を獲得した地滑り的勝利は、スコットランド
独立の機運を高めるきっかけとなった。しか
し、本研究のスコットランドコネクションと
して協力をしてくれ、EU との協力関係を推
進してきた自由民主（Liberal Democrats）
が議席を減らしたことは、地方政府の北海マ
クロリージョンの今後にとっては暗雲が立
ち込める兆しであるとも考えられる。 

Hindley 元・州議会議員をはじめとする自
由民主の北海マクロリージョンを利用した
クロススケールガバナンスにおける地方政
府の主導性が陰りを見せる兆候とも考えう
るからである。 
また、この科研費研究の執行途上、2016

年 6 月 23 日に英国で実施された EU 離脱か
残留かを問う国民投票において、離脱派が
51.9%で残留派の 48.1%を上回り、いわゆる
Brexit が国民の総意として決定した。スコッ
トランドでは、この Brexit を受けてスコット
ランド国民党を率いるニコラス・サージョン
首席大臣が、第 2 回スコットランド独立住民
投票の準備を進めている。トニー・ブレア労
働党政権で実施された権限移譲政策によっ
て、連合王国を形成するイングランド以外の
地域、すなわち、スコットランド、ウェール
ズ、北アイルランドは独自の議会と政府を持
つことが許されている。次回の住民投票では、
第 1 回のような単純な「英国からのスコット
ランド独立」の是非ではなく、「スコットラ
ンドの英国からの独立」に加えて、隠れたア
ジェンダとして「スコットランドの EU への
残留（あるいは新規加盟）」が問われること
になる。 
これらは、今後、本研究から派生する検証

事項の積み残しとして、今後もフォローを継
続し、クロススケールガバナンスモデルの精
緻化に努めねばならないと考える。 
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